
１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　区と区民との協働によるまちづくりを進めるため、市が支援しているものであ
る。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　関東指定都市においても区民会議を設置している。

有効性

根拠

　区と区民との協働によるまちづくりを行うために協議や政策提言を行い、区
民の意見を区政に反映する活動を行っているため、必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 南区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 038055501 － 001
区民会議運営事業(まちづくり基本経費)

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　区の特徴を生かした魅力あるまちづくりを推進するため、南区区民会議の活動を支援し、区民と区の協働によるまちづくりを進める。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
　部会等を含めると、会議の開催日数が非常に多いことから、開催日数の見直しなどは可能と思われるが、区と区民との協働によるまち
づくりを進めていくためには、区民会議の活動を引き続き支援していく必要があると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　区民との協働によるまちづくりをすすめるうえで必要な事業であり、費用に
見合った効果が出ていると考えられる。

左記として判断した根拠

　会議の運営等、活動支援にかかる業務を民間に委託している。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　区民と区の協働による区に特化した事業であるため。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　平成１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容

　「しあわせ倍増プラン２００９」に基づき、全１０区にてスタートした新規事業であり、現時点におきましては、現状どおりとする。
　今後の見直しについては、市民アンケートなどを参考に、検証を行っていくものとする。
　また、アンケートの項目や内容及び事務的な作業である検証アンケート類や印刷の発注方法などについては、効率化に向けた見直し
が必要であると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　「しあわせ倍増プラン２００９」に基づく新規事業として、区政概要を廃止し作
成しているものである。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 03805501 － 002

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 南区　総務課

南区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

区長マニフェスト作成事業(まちづくり基本経費)

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（平成２１年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　区民に対して、各区の事業を分かりやすく説明するものであるため、必要な
事業である。

左記として判断した根拠

　区政運営を周知するため、市が実施しているものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ オ

　人件費を含めると、高コストであると考えられる。

左記として判断した根拠

　マニフェストについては、区長の意向を取り入れながら、職員が原稿を作成する必
要があり、委託に変えても、職員の労力にあまり変化は生じないと考えられる。
　検証アンケートについては、本庁で、１０区分を一括して、委託業務として処理する
ことにより、作業効率は上がると考えられる。

　事務改善

 　区民に対し、区政運営にあたっての目標・取組姿勢、区まちづくり推進事業等を分かりやすく説明するために区長マニフェストを作
成する。
　実施時期・期間：公表（4月）、達成状況等の検証（3月）

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
　「しあわせ倍増プラン２００９」に基づく新規事業であり、「みどり倍増プロジェクト」の取組みとして、区内の駅、駅周辺等を「花や緑」で
いっぱいにしていくために、事業を拡充していく方向で考えている。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　「しあわせ倍増プラン２００９」に基づく新規事業であるため、新設の補助扱
いしているが、既存の「南区魅力あるまちづくり推進事業補助金」で同様に環
境美化活動として補助を行っているため、統合は可能であると考えられる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 038055501 － 003

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 南区役所区民生活部総務課

南区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

花と緑のまちづくり推進事業
(まちづくり事業経費)

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　平成２２ 年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　駅周辺等を花と緑でいっぱいにすることは市民のニーズがあり、市民に必
要な事業である。

左記として判断した根拠

　「しあわせ倍増プラン２００９」に基づく新規事業であり、まちづくりの一環とし
て、市が実施していく事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ カ

　花や緑を増やしていくことは市民のニーズが高く、費用に見合った効果が
期待できると考えられる。

左記として判断した根拠

民間委託業務になじまない事業である。

　事務改善

　花などによる緑化を進めることにより、区民の方の身近な緑に出会う機会を創出し、区民同士のふれあいや絆を深めるため、区の花
を選定し、花や緑を増やす活動を支援する。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　区と区民が協働して行う事業のため、民間等での実施は困難であることか
ら、市が実施しているものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

有効性

根拠

　地域住民の交流を図るためには必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 南区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 038055501 － 004区民交流事業
(まちづくり事業経費)

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　区民のふるさと意識の醸成及び地域住民の連携、世代間の交流を目的として区民と行政との協働により、ふるさとふれあいフェアと
フェスティバルを開催する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
　「ふるさとふれあいフェア（11月：浦和競馬場）」と「フェスティバル（3月：別所沼公園）」は、地域の活性化に必要な事業であり、地域住
民のニーズも非常に高いことから、厳しい財政状況であるが、事業を拡充していく方向で考えている。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　予想を超える多数の参加者があり、賑わいがあることから、市民ニーズの高
い事業であり、費用に見合った満足度が出ているものと考えられる。

左記として判断した根拠

民間委託業務になじまない業務である。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　区のイベントとして、「ふるさとふれあいフェア（11月：浦和競馬場）」と「フェス
ティバル（3月：別所沼公園）」の年2回開催している。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　平成１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

カ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
　区民が主体となって運営しており、行政主導の市民大学や公民館での講座とは、運営方法のアプローチは異なり、地域住民が自ら講
座を企画するなど有益な面もあるが、メルクマールに照らしあわせると縮小又は統廃合も検討していく必要があると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　市民大学や公民館での講座など、全市的に見ると同様の事業との統合は
可能であると考えられる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 038055501 － 005

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 南区役所区民生活部総務課

南区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

文化振興事業
(まちづくり事業経費)

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　平成１８年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　地域のコミュニティづくりの形成のためには必要な事業である。

左記として判断した根拠

　区と区民が協働して行う事業のため、民間等での実施は困難であることか
ら、市が実施しているものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ウ

　南区まちづくり大学の運営委員はボランティアで活動しており、また、参加
者の満足度が高く、費用に見合った効果が出ていると考えられる。

左記として判断した根拠

　南区まちづくり大学は、区民が自主的に行う事業に対する助成であるので、
委託に馴染まないと考えられる。

　事務改善

　

　出会いとふれあいを通して「新たな地域コミュニティづくり」と専門的な知識や技能を学ぶ「生涯学習によるまちづくり」をめざす「南区
まちづくり大学」への補助と支援を行う。
　また、講演会、シンポジウムなどの学習会や展示会、音楽会などを開催し区民の交流を図る。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　区と区民との協働によるまちづくりを進めるため、市が実施しているものであ
る。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

有効性

根拠

　地域コミュニテイづくりや魅力あるまちづくりのために、コミュニティ会議等の
団体が行う事業に対しての支援は必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 南区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 038055501 － 006魅力あるまちづくり支援事業
(まちづくり事業経費)

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　市民団体を対象に、地域コミュニティを促進するため、各種団体が行う事業に対して助成することにより、地域の活性化を図る。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
　コミュニティ団体が自ら財政的に自立して活動していく必要があるため、認定及び支援方法等については適正かつ慎重に検討していく
必要があると考えられるが、区民ニーズが非常に高く、区として重要事業に位置づけていることから、厳しい財政事情の中でも、更なる充
実を図っていく必要があると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　区民ニーズの非常に高い事業であり、費用に見合った効果が出ていると考
えられる。

左記として判断した根拠

民間委託業務になじまない業務である。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　あくまで地域活性化のため独自の目的を持った補助金である。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　平成１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

カ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

見直し内容
　安全・安心なまちづくりを形成するために、より多くの区民の防犯活動への参加を促していくため、引き続き支援していく必要があると考
えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　市民・スポーツ文化局交通防犯課においても類似の助成「さいたま市地域
防犯活動助成金」があると考えられるが、対象者が異なることから、別途、区
独自で助成している。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

コード 038055501 － 007

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 南区役所区民生活部総務課

南区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

防犯啓発事業
(まちづくり事業経費)

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　平成１７年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

事業開始年度

事業概要

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　地域住民の防犯意識に対する関心は高く、市民に必要な事業である。

左記として判断した根拠

　区と区民が協働して行う事業のため、民間等での実施は困難であることか
ら、市が実施しているものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

⇒ ク

　年々、地域の防犯活動に参加する区民が増えていることから、費用に見
合った効果が出ていると考えられる。

左記として判断した根拠

　区民が自主的に行う事業に対する助成であるので、委託に馴染まないと考
えられる。

　事務改善

　地域における事故や犯罪のない、快適で安全な明るい住み良い地域社会の実現を図ることを目的に設立された「南区防犯パトロー
ル協議会」に対して補助金を交付する。

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　区や市の広報活動であるため、市が実施しているものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　関東指定都市においても、広報誌を発行している。

有効性

根拠

　全区民が、区や市の情報を入手するためには必要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 南区役所区民生活部総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 038055501 － 008情報発信事業
(まちづくり事業経費)

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　区政に関する情報や地域情報等を市報南区版やITを活用して、区民に広く広報するほか、区内の防災施設や見所等を掲載したガ
イドマップを発行する。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
　区政について、紙媒体やインターネットなどあらゆる手段を使って区民に情報提供することは、今後も継続していく必要があると考えら
れる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　市報南区版の全戸配布、転入者等へガイドマップ配布、インターネットによ
る情報発信等により、広く区民に活用されているなど、区民ニーズの高い事
業であり、費用に見合った効果が出ていると考えられる。

左記として判断した根拠

　市報南区版の編集業務について、民間委託を実施している。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　市において、市報全市版の編集及び「さいたま市ガイドマップ」を配布して
いることから、統合は可能であると考えられる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

  一時的な災害時緊急経費であるため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

有効性

根拠

  地域住民に対する、災害復旧経費であるため

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

メルクマール

所管部署 南区　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 03805501 － 009
災害応急対策事業(区民満足度UP経費）

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　風水害等の際に応急対応のための経費（災害用予備費）

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・特定財源

見直し内容
　予備費的な要素のある本予算については、平成１５年度以降、執行したことがないものである。
　今後の見直しについては、本庁組織である「防災課」への集約も検討していく必要もあると考えられるが、区長権限との問題も含めて総
合的に判断していくものと考える。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　予備費的な要素が強いため、事業費という観点で捉えられないため。

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　平成14年度の執行を最後に、区としての執行例はない。現在、予算要求し
ていない「防災課」への集約も再度検討する必要があると思われるが、H15年
度予算の区まち創設の際に剥がして、各区へ予算付けした経緯もある。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日以後（平成１５年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ウ

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　全市　　）・　　昭和　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　現時点では本庁との住み分けは出来ているものと考えられる。
　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
　交通安全施設（道路照明灯、公衆街路灯・道路反射鏡）の維持管理業務であり、新実施計画に基づき、今後も道路照明灯や道路反射
鏡の設置数は増えることが見込まれることから、事業を継続し、市民の安全・安心を確保していく必要があると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　新規設置・修繕を行うことにより、安全性が十分に確保されるため。

左記として判断した根拠

　設置等について専門的な知識が必要なため、職員で対応が不可のものは
業者に依頼している。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　交通安全施設(道路照明灯・公衆街路灯・道路反射鏡）について、区民からの修繕要望及び巡回等により発見した不具合箇所を迅
速に対応し、事故防止及び交通安全の向上を図り危険のない安全良好な状態を確保するための事業。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 03805501 － 010
交通安全施設維持管理事業（区民満足度UP経費）

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 南区　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

　区民が求める安心・安全なまちづくりを進めるための事業として、カーブミ
ラーや公衆街路灯の設置は必要な事業であるため。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　国や県との業務のすみわけがはっきりしており、市として行うべき役割が
はっきりしているため。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

　くらし応援室の職員が、緊急性に応じて複数業務を臨機応変に対応してお
り、費用対効果を満たしていると考えられる。

左記として判断した根拠

　緊急修繕のため委託業務になじまない。

　事務改善

　市所有の南浦和駅西口・武蔵浦和駅西口・東口の公衆便所の建物設備修繕並びにラムザ管理組合に支払う管理費及び修繕積立
金事業

　市民が快適に利用する公衆便所の建物設備修繕や管理費に必要な事業
である。

左記として判断した根拠

　市民が快適に利用する市所有の公衆便所の緊急修繕を市が実施している
ものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則所管部署 南区　総務課

南区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

公衆便所維持管理事業　(区民満足度UP経費）

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03805501 － 011

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　計画的な修繕は本庁で、緊急的な修繕(ドアやガラスの破損)は区で実施し
ており、現時点では住み分けは出来ているものと考えられる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
　市が所有する公衆便所（３ヵ所）の不慮の事態に備える緊急修繕であり、地域住民のニーズに迅速に対応できるよう、区で引き続き実
施していく必要があると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　全市　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

　現在に至るまで無料で駆除しているが、歳入確保も可能であるとは思われ
る。

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　スズメバチは本庁で駆除して、区ではそれ以外の巣等を直営で駆除してお
り、現時点では住み分けは出来ているものと考えられる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
　市民生活を安全に保つため、地域住民のニーズに緊急かつ迅速に対応できるよう、区で引き続き実施していく必要があると考えられ
る。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　くらし応援室の職員が、緊急性に応じて複数業務を臨機応変に対応してお
り、費用対効果を満たしていると考えられる。

左記として判断した根拠

　職員で対応できない箇所については、業者に依頼している。

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　市民からの要望等を受け、スズメバチ以外の巣の駆除等をすることにより、市民生活を安全かつ快適に保つことを目的として実施し
ている事業。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 03805501 － 012
衛生害虫駆除事業　(区民満足度UP経費）

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 南区　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

　衛生害虫駆除をすることにより、市民生活を安全かつ快適に保つために必
要な事業である。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

　市民生活を安全かつ快適に保つため、緊急性に応じ衛生害虫駆除を市が
実施しているものである。

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

　事務改善

　拡　大

オ

カ

3.全部委託 4.補助金

キ

ク

⇒
　終　了

　継　続

ク

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）平成１３年５月１日前（旧市（　　　　　　　　　　　　　）・　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

点検後の
方向性

ア

ウ

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

効率性

　移　管

イ

　廃止又は凍結

特定財源

見直し内容
　快適な生活環境の確保を図るため、道路、下水道、水路等土木に関する緊急かつ軽微な修繕が発生した場合、迅速に対応しなけれ
ばならないことから、今後も事業を継続していく必要があると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

事業類型

　地域住民の住環境維持及び安全確保のため、道路や下水道等、土木に関する苦情・相談・要望等の調査確認作業及び緊急修繕
等を行う。

事業開始年度

事業概要

　　有 　　無・

南区まちづくり推進事業

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則

コード 03805501 － 013
土木緊急修繕等事業(区民満足度UP経費）

事務事業名

事業名

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令 道路法第16条(市町村道の管理)

実施方法

妥当性

メルクマール

所管部署 南区　総務課

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

県との見直し協議が必要な事業（B)

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

有効性

根拠

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　縮　小

　統廃合

エ

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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１　事業の概要

２　事業の点検

３ 見直しの方向性

　移　管

　廃止又は凍結

　縮　小

オ

カ

キ

ク

　拡　大

　終　了

　継　続

⇒ ク

　この活動を通じて、地域住民の命が１人でも救われるなら、十分費用に見合
う事業と考えられる。

左記として判断した根拠

　交通事故WEBデータマップなど、民間委託が可能な部分は実施済み。

　事務改善

　各季の全国交通安全運動、浦和区・浦和警察署等と連携し、街頭での区民ぐるみの啓発活動を展開。
　○市民の交通安全意識の高揚を図るため、年間を通じた啓発活動の実施。（交通安全に関するチラシの配布）
　○夢の翼セーフティプロジェクトの実施（ヒヤリハットマップの作成等）

  地域住民が安全・安心に生活するために必要な事業である。

左記として判断した根拠

　地域住民が安全・安心に生活するために、地元警察と市が連携し、実施し
ているものである。

5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）4.補助金

　　有

　 　 関東指定都市を上回るサービス水準
　 　 関東指定都市と同レベル以下のサービス水準

左記として判断した根拠

　 　 市が職員に対して支出している事業
　 　 本来職員自らが負担すべき事業

　　無・

４　サービス水準の妥当性　【メルクマール(３)②】

根拠特定財源

事業開始年度

事業概要

メルクマールによる見直しが必要な事業（C)

平成１３年５月１日以後（　　　　　　　　年度）

1.全部直営 2.一部委託

平成１３年５月１日前（旧市（　　全市　　　）・　　　　　　　年度）

3.全部委託

048-844-7120責任者 問い合わせ先金子　和則所管部署 南区　総務課

南区まちづくり推進事業

事業のコストや手法が適正かの検討が必要な事業（A)

事業類型

交通安全啓発事業(区民満足度UP経費）

事務事業名

事業名

県との見直し協議が必要な事業（B)

２　役割分担の徹底　【メルクマール(２)】 左記として判断した根拠

根拠法令

実施方法

妥当性

メルクマール

コード 03805501 － 014

　　　　　　　　　　平成２２年度事務事業総点検表 様式２

ウ

イ

５　類似事業との統合及び代替制度の検討　【メルクマール(３)④】

　地元警察署管内の他区又は市と連携し、事業を統合することは可能と考え
られる。

　  　類似事業と統合可能      　   　類似事業と統合不可能
　  　類似事業なし　　　　　　　 　  　代替制度の検討

効率性
　 　 民間委託済み
　 　 民間委託（全部又は一部）により成果を低下させず
　　　コスト削減可能
　  　民間委託不可能　　　　　　　  　民間に担わせる

エ

　 　市民に必要な事業
　 　市民に必要ではない事業

６　費用対効果の妥当性　【メルクマール(３)①③】

７　民間活力の活用　【メルクマール(６)】

　 　費用対効果が低い事業
　 　費用対効果を満たしている事業

　 　 市が実施すべき事業
　 　 国や県、民間で同様又は類似の事業を実施している事業

３　職員に対する公費支出の妥当性　【メルクマール(７)】

　統廃合

８　公平公正の原則　【メルクマール(１)】

　 　収入未済や不納欠損あり
　 　受益者負担の見直し等で歳入確保は可能

見直し内容
　地元警察署と連携を図りながら、街頭での区民ぐるみの「交通安全啓発活動」の展開、小学校別のヒヤリハットマップの作成及び交通
事故マップのホームページの充実を図ることは、地域住民が安全・安心に生活するために、区において引き続き事業を継続していく必要
があると考えられる。

左記として判断した根拠１　事業の必要性　【メルクマール(４)】

点検後の
方向性

ア

左記として判断した根拠

左記として判断した根拠

有効性
左記として判断した根拠

（１） （２） （３）① （５） （６） （７） 該当なし（３）② （３）③ （３）④ （４）
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15

事業名：窓口パッケージ業務（通番１５）

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。



16

事業名：窓口業務（通番１６）

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。



17

事業名：納税証明書発行業務（通番１７）

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。



18

事業名：保険料徴収業務（通番１８）

※　この事業は、直接的な予算を伴わない事業のため、総点検表（様式２）の作成は
　していません。


